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安全・安心で、

消費者が主役となる豊かな社会の実現をめざして

近年、デジタル化の進展、取引形態の多様化などにより、県民の消費生活を取り巻
く環境は大きく変化しています。インターネットを通じた情報提供や電子商取引の拡
大により、利便性が高まる一方で、商品、サービスの選択や契約内容の把握におい
て、より慎重な対応が求められる状況となっています。県民一人ひとりが、日常の消
費生活において適切な情報を得て、自ら考え、選択し、判断していくことができるよ
う、消費者教育や啓発の取組を一層進めていく必要があります。

また、高齢化がますます進む中、高齢者からの消費生活相談が増加傾向にありま
す。中には、被害に遭っていることに気付いていない方もいるかもしれません。その
ような方の被害を周囲の人が気付き、未然防止や被害拡大防止のため消費生活相談に
つなぐ見守りの体制も今後さらに重要になってきます。

さらには人口減少下においても、消費トラブルで困ったときに専門の相談員に誰も
が安心して相談できる体制を整えることも大切です。そのためには相談員の確保や資
質の向上を常に行っていかなければなりません。

県では、消費者施策を計画的に進めるための指針として、平成18年に消費者基本計
画を策定し、その後５年ごとに社会の変化等に対応した内容に見直しながら、県民の
消費生活の安定及び向上を図るための消費者施策を進めてきました。

今回策定しました「第５次大分県消費者基本計画～おおいた消費者ホッとプラン
～」では、これらの課題に対応するため、デジタル社会に対応した消費者教育・啓発
の実施や高齢者等の見守り体制を充実する「消費者安全確保地域協議会（通称見守り
ネットワーク）」の設置促進などを盛り込み、取組を強化することとしています。

今後５年間、本計画に基づき市町村をはじめとする各関係機関と連携して、県全体
でこの取組を推進していきますので、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたしま
す。

最後に、本計画の策定にあたり、大分県消費生活審議会委員の皆様をはじめ、貴重
なご意見、ご提言をお寄せいただきました県民の皆様に心から御礼申し上げます。

令和8年3月
大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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1 計画策定の趣旨

近年、消費者を取り巻く環境は、高齢化やデジタル化の進展等により大きく変化してい
ます。

本県の高齢化率は34.4％（令和６年10月１日現在）と、全国の29.3％を上回り、県民の
約３人に１人は65歳以上の高齢者となっています。このような中、高齢者を狙った悪質商
法や特殊詐欺による被害は後を絶たず、消費生活センターに寄せられる高齢者からの相談
の割合はこの５年間増加を続けています。

また、スマートフォンやタブレット型端末の普及により、誰もが、どこでも、いつでも
商品やサービスを購入できるようになり、消費者に多くの利益がもたらされる一方で、意
図せず定期購入になっていた、注文した商品が届かないなどの消費者トラブルも増加して
います。

消費者トラブルの未然防止のためには、なにより消費者自身のデジタル社会に対応した
「気づく・断る・相談する」という「消費者力」の向上が重要です。また、消費者が日々
の消費を通じてより良い社会の形成に寄与するためには、自らの行動が社会に影響を与え
ることの認識や持続可能な消費の実践が求められており、消費者教育の一層の推進が欠か
せません。

さらに、人口減少下においても、トラブルが生じた際に誰もが安心して相談できる体制
の整備や、相談に適切に対応し、解決に導く相談員の資質の向上も重要です。
加えて、消費者が安心して取引できる環境を構築するための適切な法執行の強化も必要

です。

本県では、大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例（以下「消費生活条例」と
いう。）第８条において、消費者施策の計画的・総合的な推進を図ることを目的とする基
本計画の策定を義務づけており、この規定に基づき、平成18年に「21世紀型消費者の安
全・安心なくらしの実現」を総合目標とする第１次計画を策定し、その後、５年ごとに新
たな計画を策定しながら県民の消費生活の安定及び向上を図るための消費者施策を進めて
きました。

今回、現行の第４次計画が令和７年度末をもって終了することから、第４次計画の成果
や課題を踏まえるとともに、国の第５期消費者基本計画とも歩調を合わせ、また、新たな
大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024」の実現に向け、目指すべき姿
の見直しを行うなど社会の状況の変化に対応した「第５次大分県消費者基本計画」を策定
します。

第１章 計画の策定にあたって
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4 県民意見の反映

2 計画の位置づけ

（１）消費生活条例第８条の規定に基づく消費者基本計画として策定するもので、

大分県における消費者施策の基本的方向と取組を明らかにするものです。

（２）大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン 2024～新しいおお

いたの共創～」の部門計画であり、消費者施策に関する事項を盛り込んだ

他の計画との調和を図るものです。

（３）第４次計画を発展的に継承するとともに、国の消費者基本計画（令和７年

３月18日閣議決定）の基本的方向を反映させるものです。

（４）消費者教育推進法第10条の規定に基づく消費者教育推進計画として、大分

県における消費者教育の基本的方向と取組を明らかにするものです。

3 計画の期間

令和８年度から令和12年度までの５年間とします。ただし、国の動向や県の取組

の実施状況等、新たに盛り込むべき事項が生じた場合等は、必要に応じて見直しを

行います。

この計画の策定にあたっては、消費者や学識経験者、事業者で組織される大分県

消費生活審議会の意見を聴くとともに、「県民意見募集（パブリックコメント）」

により、県民意見の反映に努めました。
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1 数値目標の達成状況

第２章 第４次計画の評価

達成状況達成率
目標値

（令和７年度）
現況値

（令和６年度）
基準値

（令和元年度）
単位指 標

達成100.0%100以上100101％食品衛生監視指導計画に基づく監視・検査件数の割合

達成115.6%180208-戸ＧＡＰ指導経営体数※１

87.7%655758件／年消費生活用製品安全法に基づく立入調査件数

達成100.0%606057件／年液化石油ガス販売事業者への立入検査

91.3%92
84

（Ｈ30）
75

(Ｈ25)
％住宅の耐震化率

57.7%6537.545.2％ガソリン価格の店頭表示率

52.9%29,00015,33326,178件店頭における食品表示調査件数

67.2%25,00016,81119,861人／年啓発講座の参加者人数（県＋市町村）

達成234.0%50117-回／年ＳＮＳ等による消費者被害に関する情報発信件数

84.7%1,5001,2711,213施設あったか・はーと駐車場協力施設数

96.0%50480％消費者安全確保地域協議会設置市町村の県内人口カバー率

97.8%96.694.593％県内の消費生活相談窓口におけるあっせん解決率※２

90.0%403623回／年巣立ち教育出前講座実施回数

-100-82％社会への扉等の活用率※３

56.6%610345463回／年消費生活出前講座実施回数（県＋市町村）

達成100.7%50,00050,364
35,900
(Ｈ30)

件まなびの広場おおいたインターネット講座アクセス数

達成118.6%143,000169,634
104,547
(Ｈ30)

人環境教育参加者数（累計）

98.0%3,0002,9402,538人おおいた食育人材バンクによる食育活動参加者数

達成104.2%5,415
5,186
(Ｒ４)

5,651
(Ｈ29)

千ｔ二酸化炭素排出量

96.8%357,000
368,495
(Ｒ５)

401,250
（Ｈ30）

t／年ごみ総排出量

72.4%25.0
18.1

(Ｒ５)
18.7

（Ｈ30）
％一般廃棄物リサイクル率

達成129.4%
4,422

（Ｒ５)
3,122

4,625
(Ｈ29)

ｔ／年化学肥料の使用量

達成114.5%
1,170

（Ｒ５)
1,000

1,196
(Ｈ29)

ｔ／年農薬使用量

87.6%88.877.872.2％消費生活センターを設置する市町村の割合

92.1%70.064.566.8％県内の消費生活相談における市町村分担率

97.2%10097.296.1％
フィルタリングサービスその他の方法によりスマートフォン等

によるインターネット利用を監督している保護者の割合（小・
中・高）

達成100.0%
100

（Ｒ６)
10068.1％大企業のＢＣＰの策定割合

達成101.5%
39

（Ｒ６)
39.630.1％中小企業のＢＣＰの策定割合

第４次計画における数値目標の達成状況

第４次計画では、進捗管理のために28項目の数値目標を設定し、進捗状況の把握に努め

てきました。

令和６年度の達成状況は次のとおりです。28項目中11項目において目標を達成し、未達

成の項目についても11項目が80%を超えています。

※１ 令和７年に「ＧＡＰ認証農家数」から「ＧＡＰ指導経営体数」に変更
※２ あっせん解決率＝あっせん解決件数／あっせん件数
※３ 高校生向け紙冊子教材「社会への扉」が令和４年度からデジタル仕様に移行したため活用調査を終了
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1 基本的な方向性（目指すべき姿）

第３章 計画の基本的な考え方

「安全・安心で、消費者が主役となる豊かな社会の実現」

2 総合目標

3 基本目標

総合目標を達成するための基本目標は次のとおりです。

基本目標Ⅰ 社会環境の変化を踏まえた消費者行政の充実

基本目標Ⅱ 消費生活相談体制の充実・強化

基本目標Ⅲ 消費者の自立に向けた消費者教育の推進

基本目標Ⅳ 信頼できる消費環境の構築

【消費者の権利】
「消費者の権利」とは、消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができるようにするために重

要なことで、消費者基本法第２条に位置づけられています。
１ 安全性が確保されること
２ 自主的・合理的な選択の自由が確保されること
３ 必要な情報が速やかに提供されること
４ 消費者教育の機会が提供されること
５ 意見が適切に反映されること
６ 消費者被害が適切かつ迅速に救済されること 等

【消費者市民社会】
消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会
一人一人の消費者が、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社会経済情勢

や地球環境にまで思いをはせて生活し、社会の発展と改選に積極的に参画する社会を意味します。

誰もが、どこに住んでいても、質の高い消費生活相談を受けることができる

誰もが、ライフステージに応じた消費者教育を受け「消費者力」を身に付け
ることができる

誰もが、公正な取引環境のもと、安心して消費生活を営むことができる

消費者基本法や消費生活条例の基本理念である「消費者の権利の尊重及びその自立の支
援」を実現するとともに、消費者教育推進法の基本理念における「消費者が公正で持続可能
な社会の形成に積極的に参画する消費者市民社会の実現」を目標とします。
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1 計画の体系

総合目標の達成に向けて、４つの基本目標、13の主要な施策により、具体的な取組を行

います。

第４章 計画の内容

【基本目標Ⅰ】
社会環境の

変化を踏まえた
消費者行政の充実

【主要な施策】

①デジタル化に対応した啓発等の推進

②デジタル技術の活用による相談体制の充実

③青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

１ デジタル化への対応

①デジタル化に対応した啓発等の推進

②デジタル技術の活用による相談体制の充実

③青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

１ デジタル化への対応

①海外事業者との消費者トラブルへの対策

②外国人の支援体制の構築と関係機関の連携

③輸入食品の安全の確保

２ 国際化の進展への対応

①海外事業者との消費者トラブルへの対策

②外国人の支援体制の構築と関係機関の連携

③輸入食品の安全の確保

２ 国際化の進展への対応

①高齢者等の消費者トラブル防止に向けた見守り体制等の充実

②障がい者の特性を踏まえた施策の推進

３ 配慮を要する消費者への対応

①高齢者等の消費者トラブル防止に向けた見守り体制等の充実

②障がい者の特性を踏まえた施策の推進

３ 配慮を要する消費者への対応

【基本目標Ⅱ】
消費生活相談体制

の充実・強化

【主要な施策】

①消費生活相談員人材の確保

②消費生活相談員に対する研修の実施

③消費生活相談体制の充実

１ 消費生活相談員の確保と資質向上

①消費生活相談員人材の確保

②消費生活相談員に対する研修の実施

③消費生活相談体制の充実

１ 消費生活相談員の確保と資質向上

①市町村における消費者行政推進に向けた支援

②市町村相談体制の充実に向けた取組

３ 市町村への支援・連携

①市町村における消費者行政推進に向けた支援

②市町村相談体制の充実に向けた取組

３ 市町村への支援・連携

①他機関等との連携

②裁判外紛争解決機関の活用

２ 他機関と連携した紛争の適切かつ迅速な解決

①他機関等との連携

②裁判外紛争解決機関の活用

２ 他機関と連携した紛争の適切かつ迅速な解決

総合目標「安全・安心で、消費者が主役となる豊かな社会の実現」
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①多様な手段を用いた広報・啓発

②詐欺等の犯罪の未然防止

３ 消費者被害の未然防止

①多様な手段を用いた広報・啓発

②詐欺等の犯罪の未然防止

３ 消費者被害の未然防止

【基本目標Ⅲ】
消費者の自立に向
けた消費者教育の

推進

【主要な施策】

①学齢期の消費者教育

②成人期における消費者教育

③金融経済教育

④カスタマーハラスメント対策

１ ライフステージに応じた消費者教育の推進

①学齢期の消費者教育

②成人期における消費者教育

③金融経済教育

④カスタマーハラスメント対策

１ ライフステージに応じた消費者教育の推進

①エシカル消費の普及啓発

２ 持続可能な消費行動の推進

①エシカル消費の普及啓発

２ 持続可能な消費行動の推進

【基本目標Ⅳ】
信頼できる

消費環境の構築

【主要な施策】

【食の安全】

①食品の安全性の確保

②食の安心の醸成

【その他の安全】

①商品・サービスの安全性の確保

②悪質事業者の監視強化及び消費者被害情報の収集・分析

③事業者のコンプライアンス体制の確保

１ 消費者の安全・安心の確保

【食の安全】

①食品の安全性の確保

②食の安心の醸成

【その他の安全】

①商品・サービスの安全性の確保

②悪質事業者の監視強化及び消費者被害情報の収集・分析

③事業者のコンプライアンス体制の確保

１ 消費者の安全・安心の確保

①国、国民生活センター等関係機関との連携・協力

②消費者団体との連携・支援の推進

３ 関係機関との連携

①国、国民生活センター等関係機関との連携・協力

②消費者団体との連携・支援の推進

３ 関係機関との連携

①表示・規格・計量の適正化

②消費者取引の適正化

２ 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

①表示・規格・計量の適正化

②消費者取引の適正化

２ 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

①自然災害・感染症拡大などの緊急時における生活関連商品の価格

の安定と円滑な供給への取組

②災害時における便乗行為等への対応

４ 大規模自然災害など緊急時における対応

①自然災害・感染症拡大などの緊急時における生活関連商品の価格

の安定と円滑な供給への取組

②災害時における便乗行為等への対応

４ 大規模自然災害など緊急時における対応
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現状と課題

■『令和６年度通信利用動向調査』（総務省情報通信政策研究所）によると、国内のモバイ
ル端末保有率は87.0％であり、うちスマートフォンの割合が80.5％となっています。70歳
代でも81.3％がモバイル端末を所持し、うち67.5％がスマートフォンです。また、イン
ターネットの利用者の割合は85.6％で、13～69歳の各年齢層では９割を上回っており、年
代を問わずインターネットが日常的なものとなっています。

■県内では、スマートフォンやＳＮＳの普及に伴い、消費生活相談件数が増加傾向にありま
す。令和６年度のＳＮＳを端緒とする消費者トラブルは637件と平成27年の78件から大幅に
増加しており、幅広い世代にリスクが及んでいます。

■デジタル化の進展は、消費者の利便性や生活の質を高める一方で、情報や取引手段の多様
化によって取引環境が複雑化しています。また、ダーク・コマーシャル・パターン※１のよ
うな消費者を欺く行為の拡大も見られます。

■県民がトラブルを回避し、安心して消費活動を行うためには、自ら情報を収集し、デジタ
ル社会に即した「消費者力」 ※２を身に着けることが重要です。

■青少年による著作物の違法アップロードやデジタルコンテンツへの高額課金問題、チケッ
トなどの高額転売問題等、消費者トラブルも増加しています。発達段階にある青少年には、
利用者本人だけでなく保護者による見守りが大切であり、フィルタリングやペアレンタル
コントロール等の機能制限の活用や家庭のルールづくりの必要性について啓発を行ってい
く必要があります。

施策１ デジタル化への対応

基本目標 Ⅰ 社会環境の変化を踏まえた消費者行政の充実

※１ ダーク・コマーシャル・パターン
事業者がウェブサイトやアプリ等の画面設計を行う際に、消費者が意図しない選択や契約をしてしまうように誘導する不適切な
手法のこと。例）商品をカートに入れた後、最終確認画面で高額な送料が追加される。解約方法がサイト内で見つけにくく、複
数の画面を経由しなければならない等

※２ デジタル社会に即した消費者力
「気づく・断る・相談する」の基礎的な力に加え、デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、情報を見極め活用する力等

出典：令和６年度消費生活相談の概要（大分県）

ＳＮＳに関連する消費者トラブル 相談件数および平均年齢推移
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主な取組

①デジタル化に対応した啓発等の推進
・県民が自ら消費トラブルに関する情報を入手できるよう、

新たな広報活動の中心としての、消費生活関連情報を統

合した専用ホームページの制作

・トラブルの端緒となることが多いＳＮＳを活用した注意

喚起の実施

・消費生活出前講座における、インターネットを通じた取

引に関する最新の事例の提供

・事業者に対し、デジタル化への対応が難しい消費者への

丁寧な説明等を要請

・消費者と事業者との情報の不一致を防ぐため、事業者が

デジタル等を活用して質の高い情報を発信する取組等の

支援

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

51,00050,00049,00048,00024,000※２-大分県消費生活センターＨＰアクセス数
（アクセス）

100.099.599.098.598.097.2
フィルタリング等によりインターネット利用を
監督している保護者の割合
（小・中・高)(％）

ＳＮＳを活用した注意喚起投稿例

気をつけて！「分電盤の点検
商法」
突然の電話や訪問で「点検し
ます」と言われたら要注意！
【ポイント】
・法定点検は４年に１回、電
力会社が書面で通知します。
・「今すぐ交換しないと危
険」と不安をあおる言葉に注
意！
不安なときは消費者ホットラ
イン「188（いやや！）」へ。

※１ ＦＡＱ
Frequently Asked Questions（頻繁に尋ねられる質問）の略

※２ 他の大分県ホームページのアクセス状況を参考に、ホームページ整備が令和８年度中となることを踏まえ目標値を設定

②デジタル技術の活用による相談体制の充実

・ホームページでのＦＡＱ※１の充実や、オンラインによる相談予約受付等による体制の整備

・電話及び対面による消費生活相談に加え、インターネットを活用したオンラインによる相

談の実施

③青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

・フィルタリングサービスを始めとしたペアレンタルコントロールの利用及びその他の方法

による保護者の監督など、家庭におけるルールづくりの普及啓発の推進

・児童生徒・教職員・保護者等を対象に、安全な情報社会の形成に向けたネットトラブルや

情報モラル、情報セキュリティに関する教育・啓発の推進
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現状と課題

■デジタル技術の進展により、国内消費者が海外事業者と取引する機会が増加しています。
国民生活センター越境消費者センター※１ （ＣＣＪ）には2024年度に6,005件の相談が寄せ
られており、越境取引に関する相談は高い水準で推移しています。

■2024年度の相談事例では、取引の累計はオンラインでの契約が大半であり、意図せず誘導
され契約してしまったサブスクリプションサービス※２の解約や返金に関するトラブルが多
くなっています。また、商品が届かず連絡が取れない、模倣品が届いた等の悪質通販サイ
トに関する相談も寄せられています。

■県内でも海外事業者との取引に関する相談が増加傾向にあり、海外事業者であることに気
付かず契約してしまうケースもあり、商品の品質や契約条件を巡るトラブルが複雑化して
ます。

■近年の訪日観光客の増加や、外国人労働者の増加に伴い、外国人が被害者となる消費者ト
ラブルの増加が懸念されます。

■本県は、大学・短大などに在籍する人口あたりの留学生数が全国上位（令和６年度 全国３
位、人口10万人あたり309.8人）であり、様々な国や地域の留学生が在住していますが、消
費生活に不安を持つことも多く、引き続き行政の支援が必要です。

■食品においては、世界各国からの輸入食品をはじめとした様々な食品が県内に流通してい
ます。消費者が安全でかつ安心して購入できるよう、引き続き輸入食品等の監視指導を
行っています。

施策２ 国際化の進展への対応

基本目標 Ⅰ 社会環境の変化を踏まえた消費者行政の充実

※１ 国民生活センター越境消費者センター
Cross-boreder Consumer center Japan （ＣＣＪ）。海外の事業者との間での取引でトラブルにあった消費者のための相談窓口
のこと。複数ヵ国の海外の窓口機関と連携しており、必要に応じて海外機関を通じて相手国事業者に相談内容を伝達するなどし
て海外事業者に対応を促す

※２ サブスクリプションサービス
定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスのこと

出典： 2024年度 越境消費者相談の状況
－越境消費者センター（ＣＣＪ）より－

（2025年８月６日公表）
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250806_4.pdf 

（独立行政法人国民生活センター）

越境消費者センターに寄せられた
年度別相談件数

出典： 2024年度 訪日観光客消費者相談の状況
－訪日観光客消費者ホットラインより－

（2025年８月６日公表）
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250806_5.pdf

（独立行政法人国民生活センター）

訪日観光客消費者ホットラインに寄せられた
年度別相談件数の推移
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主な取組

①海外事業者との消費者トラブルへの対策

・ＳＮＳやデジタル広告を介した新たな手口を含め、海外事業者との取引で生じやすいトラ

ブルに関する啓発の実施

・海外事業者とのトラブルについて、国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）や決

済事業者相談窓口紹介などの支援の実施

②外国人の支援体制の構築と関係機関の連携

・県内に在住する外国人が安心して消費生活を送るための情報提供や相談対応に向けた「お

おいた国際交流プラザ」との連携の推進

・旅行社、宿泊施設などのインバウンド事業者による訪日観光客消費者ホットラインの周知

及びトラブル未然防止に向けた働きかけの実施

・県内に在住する留学生等の外国人に対する、生活関連契約トラブルの予防及び相談先周知

に向けた重点的な啓発活動の実施

③輸入食品の安全の確保

・大分県食品衛生監視指導計画に基づき、輸入された農水産食品、加工食品を対象に残留農

薬、動物用医薬品、食品添加物等の検査の実施

・検疫所や大分県が実施する輸入食品の収去検査結果等を参考とした事業者への指導・啓発

の実施

〇購入前に確認
・事業者の電話番号・住所が実在するか
・サイト評判や信用性
・注文画面のスクリーンショット保存

〇トラブル時は
・クレジットカードで支払った場合：カード会社に相談
・銀行振込済みの場合：警察・金融機関に相談

悪質な海外通販サイトのトラブル事例

お目当てのブランドのバッグが通常価格より安くなっているＳＮＳ(ソーシャルネットワーキング
サービス)の広告を見ました。販売サイトにアクセスし、品切れになる前に、と急いで注文しました。
その後、届いた商品は全く違うもので、事業者に連絡しようとメールを送りましたが返信はありま
せん。どうしたらいいでしょうか。

〇情報確認
・ＣＣＪの悪質通販サイト
情報も参考に、安全なサイ
トか見極めましょう。

参考： 国民生活センター（ＣＣＪ）
https://www.ccj.kokusen.go.jp/jri_sysi?page=mhuhn（独立行政法人国民生活センター）
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現状と課題

■本県の65歳以上の人口割合である高齢化率は、令和６年10月１日現在で34.4％と、県民の
約３人に１人が高齢者となっています。これは、全国平均の29.3％を大きく上回っており、
本県は全国でも高齢化が進んでいる県と言えます。

■急速に高齢化が進む中、判断力が不十分となった高齢者を狙った悪質商法や架空請求が発
生しており、トラブルの複雑化・深刻化が懸念されます。

■スマートフォンやインターネットの普及により、若者だけでなく高齢者においても、イン
ターネット通販によるトラブルやデジタルコンテンツに関する消費者トラブルが増加して
います。

■消費者被害の未然防止・拡大防止のためには、何より消費者自身が危害を回避する能力を
身に付けることが重要です。そのためには、世代や障がい等の特性に応じた啓発活動や情
報提供を行う必要があります。

■認知症等の高齢者や障がい者等の消費者被害の特徴には、「被害に遭っていることに気付
きにくい」ことがあります。被害が表面化しにくく、周囲が気付くのが遅れることもある
ため、契約を繰り返して被害が深刻化することもあります。そのため、障がい者等を見守
る人々に対する啓発や情報提供等をするなど見守り体制の充実を図ることが重要です。

■高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった消費者の消費者被害を防ぐた
めには、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地
域協議会(見守りネットワーク)」等の活動の充実が大切です。

■消費者行政部局のみならず、福祉部局や警察、地域包括支援センター等の連携や民生委員
等の多様な主体との連携により、消費者被害の防止に資する情報が必要とされる消費者に
着実に届くとともに、被害の発見や消費生活センター等への取次ぎにより被害の救済が可
能となるネットワークの構築・強化が求められています。

施策３ 配慮を要する消費者への対応

基本目標 Ⅰ 社会環境の変化を踏まえた消費者行政の充実

大分県消費生活センターに寄せられた
苦情相談件数のうち高齢者が占める件数の推移

出典：令和６年度消費生活相談の概要（大分県）
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出典：「消費者問題解決を目指す地域のための見守り官民連携ガイドブック」P.4（消費者庁）
（ https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/material/assets/consumer_cooperation_cms201_230621_03.pdf ）

主な取組

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

908580757048消費者安全確保地域協議会設置市町村の県内人
口カバー率（％）

383430262219高齢者向け出前講座実施回数（回）

①高齢者等の消費者トラブル防止に向けた見守り体制等の充実

・高齢者などの消費者被害防止に向けた市町村及び地域関係者の連携による消費者安全確保

地域協議会（見守りネットワーク）の構築

・高齢者の特性に配慮した出前講座の実施や、様々な機会を利用したリーフレット配布等に

よる消費者トラブルへの注意喚起に加え、地域包括支援センター等の高齢者を見守る人々

を対象とした積極的な啓発活動・情報提供の推進

・消費者被害の防止や早期の被害回復につながるよう、判断能力が十分でない人の生活と財

産を保護するため、市町村と連携した日常生活自立支援事業の推進や成年後見制度の利用

促進

②障がい者の特性を踏まえた施策の推進

・市町村や地域包括支援センター等の関係機関との連携による、障がい者を見守る人々への

啓発活動・情報提供及び成年後見制度や福祉サービス利用援助事業の周知

・障がい者を見守る家族や支援者、福祉関係者等への啓発資料の作成・配布及び消費者トラ

ブルへの対応に関する研修による注意喚起の促進

・特別支援学校の生徒を対象とした、発達段階や特性に応じた教材の活用及び体験型学習に

よる日常生活に役立つ消費者教育の実施

・障がいの特性を踏まえた相談対応に関する研修の実施による、相談員の対応力向上と相談

体制の充実
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■消費生活相談員は消費生活相談センター等で消費者からの苦情にかかる相談や事業者との
交渉、消費者への啓発をおこなう専門職です。

■人口減少等により人手不足の状況にある中、消費生活相談員の高齢化も相まって、今後も
消費者にとって身近な消費生活相談体制を維持・強化していくために必要な消費生活相談
の担い手確保が深刻な課題となっています。

■令和６年度の県内における消費生活相談件数は8,297件で、前年度から345件（4.3％）増加
しています。特にスマートフォンの普及により、高齢者を含む幅広い世代から電子商取引
に関する相談が寄せられています。また、ＳＮＳ広告や定期購入契約、サブスクリプショ
ンサービスなど新たな取引形態に起因する相談が増えており、相談内容は一層多様化・複
雑化しています。

■消費生活相談員には、これらの商品・サービスに関する消費生活相談に対応するため、関
連する法的専門知識だけでなく、商品・サービスの品質や内容などに関する幅広い専門的
知識が必要とされます。また、問題解決に向けて高い交渉力やコミュニケーション力も求
められます。

■県の消費生活センターは、県内の消費生活相談の中核的機関（センター・オブ・センター
ズ）として、市町村の窓口では対応困難な専門性の高い事案や広域的な案件への対応が求
められます。そのため、豊富な知識と経験を備えるとともに、地域を支える市町村相談員
への助言・指導力を持つ相談員の育成が必要です。

■県民アンケート（令和７年度実施）では、身近な消費生活センターにつながる全国共通の
消費者ホットライン「１８８」の認知度は約20％であり、一層の周知が必要です。

施策１ 消費生活相談員の確保と資質向上

基本目標 Ⅱ 消費生活相談体制の充実・強化

現状と課題

大分県内の消費生活センターに寄せられた
年度別相談件数の推移（県・市町村）

出典：令和６年度消費生活相談の概要（大分県）

13



主な取組

①消費生活相談員人材の確保
・消費生活相談員の職の周知を図るとともに、資格取得を希望する者に対する学習面・経済

面での支援の実施

・大分県消費生活相談員人材バンクの活用による人材の確保

・資格取得者に対する研修・フォローアップの実施による、実際の消費生活相談業務で必要

となる発展的な知識や実践力の習得支援

※１ 全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）
Practical Living Information Online Network Systemの略。国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結
び、消費者から消費生活センター等に寄せられる消費生活相談情報の収集を行っているシステムのこと。令和８年９月から新シ
ステムが稼働する

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

97.497.397.297.197.094.5
県内の消費生活相談窓口における
あっせん解決率(％)

令和７年度指定消費生活相談員養成研修の様子

目標指標

③消費生活相談体制の充実

・地域の消費生活センターにつながる全国共通の「１８８」の周知

・相談内容に応じた迅速・適切な対応およびあっせんの実施

・県・市町村間の連携体制の整備による相談ネットワークの充実

・新たな全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）※１への円滑な移行と活用

による相談情報の集約・分析機能の強化

・人手不足や相談件数の少ない市町村について、隣接市町村や広域圏での連携体制を検討

②消費生活相談員に対する研修の実施
・国民生活センター等が主催する各種研修への

相談員の参加促進による、専門知識と最新情

報の習得

・相談員に対する研修の実施による、相談員人

材の計画的な育成と相談体制の基盤強化

・各業界分野の協議会・会議への参加による、

最新の業界動向や消費者トラブル事例の把握

と共有
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現状と課題

■消費者トラブルや紛争は、多種多様な分野で発生しており、被害が拡大する前に適切かつ
迅速に対応することが必要です。食品、医療、福祉サービスをはじめ、旅行サービスや金
融、住宅の分野においても消費者からの相談が多く、他機関との連携が必要です。

■警察では、本部広報課及び県下警察署に警察安全相談窓口を設ける等、警察活動のあらゆ
る機会を通じて、県民からの各種相談に対応しています。警察安全相談受理件数は、ここ
数年、年間17,000件前後で推移していますが、特殊詐欺や悪質商法事案の相談が依然とし
て後を絶たず、年々手口が悪質・巧妙化しています。

■消費生活相談の内容が複雑・多様化、深刻化する中、消費生活センターの相談員による通
常のあっせんでは、解決が困難な場合があります。しかし、裁判制度は手続が複雑で、費
用や時間がかかるうえ、経過や結果が公開されることから、利用をためらう消費者も少な
くありません。このため、国民生活センター紛争解決委員会※１などのＡＤＲ※２（裁判外
紛争解決手続）を活用した解決も進められています。

■製造物責任法では、製造業者等に「過失」がなくても、製品に「欠陥」があれば賠償責任
を負わせることとしています。製品事故の被害救済については、製品分野ごとに専門的知
見を活かし、公平性・中立性に配慮し整備された製品分野別裁判外紛争処理機関の周知も
重要です。

施策２ 他機関と連携した紛争の適切かつ迅速な解決

基本目標 Ⅱ 消費生活相談体制の充実・強化

※１ 国民生活センター紛争解決委員会
重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうちその解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行う

※２ ＡＤＲ
Alternative Dispute Resolution（裁判外紛争解決手続）の略。身の回りで個々る様々な法的トラブルについて、裁判を起こすので
はなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図る手続きのこと

主な取組

①他機関等との連携

・専門的知見を必要とする相談や対応困難な案件については、以下のような各専門機関と連携し
早期解決を図ります。

相 談 内 容相 談 機 関分 野

患者・家族等からの医療に関する相談・苦情大分県医療安全支援センター・各保健所

医療
・
福祉

介護サービスに関する不満、苦情等
大分県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情処理事務局

高齢者の生活全般に関する相談シルバー１１０番 (大分県高齢者総合相談センター)

障がい者の総合相談大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター
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相 談 内 容相 談 機 関分 野

生命保険に関する相談・照会・苦情大分県生命保険協会
保険

損害保険に関する相談対応、苦情・紛争の解決そんぽＡＤＲセンター（一般社団法人 日本損害保険協会）

貸金業に係る金融トラブル日本貸金業協会熊本県支部

金融
銀行取引に関する相談銀行とりひき相談所 （一般社団法人 大分県銀行協会）

国（財務局）登録貸金業者に関する相談多重債務相談九州財務局 大分財務事務所

大分県知事登録貸金業者に関する相談大分県商工観光労働部経営創造・金融課

特殊詐欺、ヤミ金、悪質商法大分県警察本部総合相談・各警察署警察

法制度や手続き、関係機関の相談窓口の案内
民事法律扶助による無料法律相談（要予約）

日本司法支援センター 大分地方事務所 法テラス大分

司法 法律相談 ・クレサラ相談（要予約）大分県弁護士会 法律相談センター

法律相談 （要予約）大分県司法書士総合・相続相談センター

不動産に関する相談公益社団法人 全日本不動産協会 大分県本部事務局

住宅関係

建築や住宅等に関する相談

大分県土木建築部建築住宅課
建築担当窓口のある６土木事務所

（別府、大分、臼杵、豊後大野、日田、中津）
又は建築住宅関係窓口のある６市役所

（大分市・別府市・宇佐市・中津市・日田市・佐伯市）
※市役所の窓口については、各市役所にお尋ねください。

住宅に関するあらゆる相談
住まいるダイヤル

（公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター）

不動産に関する相談公益社団法人 大分県宅地建物取引業協会

住宅に関する相談一般財団法人 大分県建築住宅センター

飲食業、理・美容業、クリ－ニング業、ホテル・旅館
業など10業種の相談

公益財団法人 大分県生活衛生営業指導センター生活衛生

液化石油ガス（ＬＰガス）に関する相談大分県ＬＰガス消費者相談所

液化石油
ガス

（ＬＰガス）

医薬品に関する相談おくすり１１０番(公益社団法人 大分県薬剤師会(薬事情報センター))薬

旅行会社を利用した場合の苦情・相談一般社団法人 全国旅行業協会 大分県支部旅行

クルマ・バイクの購入等に関する相談一般社団法人 自動車公正取引協議会 消費者相談室
自動車

中古車に関する相談大分県中古自動車販売協会 中古車相談室

情報セキュリティに関する相談独立行政法人情報処理推進機構 情報セキュリティ安心相談窓口情報

新聞の訪問販売に関する相談・苦情大分県支部新聞公正取引協議会新聞

②裁判外紛争解決機関の活用

・消費生活センターによる解決が著しく困難な事案については、大分県消費者苦情処理委員
会へ付託

・同種の被害が相当多数の者に及び、または及ぶおそれがある事件に係るものや、国民の生
命・身体・財産に重大な危害を及ぼし、または及ぼすおそれがあるものなど重要消費者紛
争については、国民生活センター紛争解決委員会の活用を促進

・製品分野ごとの専門的知見を必要とする紛争については、製品分野別裁判外紛争処理機関
と連携

・金融トラブル解決のための、金融分野における金融ＡＤＲ制度(裁判外紛争解決制度）の周
知

・建設工事の請負契約をめぐる紛争については、建設業法に基づく「大分県建設工事紛争審
査会」によるあっせん、調停、仲裁
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現状と課題

■どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保されるた
めには、消費者にとって最も身近な市町村の消費者行政の推進体制が整備されていること
が必要です。そのためにも、消費生活センターの設置や消費生活相談員の確保などが望ま
れます。

■相談者の中には、電話では聞き取りづらかったり、対面で話をしたいというニーズも多く、
実際に窓口で契約書面などを確認しながら相談できる体制が、県民にとって安心につな
がっています。現在、県内すべての市町村において消費生活相談窓口が設置されており、
このうち13の市では消費生活センターが設置されています。

■消費生活相談員のなり手不足や高齢化が進んでおり、後継者の確保・育成が課題となって
います。今後、近隣市町村との広域的な連携等、持続可能な相談体制の構築を検討してい
くことが必要です。

■年々、相談受付件数が増加し、相談内容も複雑・多様化しています。これらに適切かつ迅
速に対応するためには、相談員の資質向上や継続的な育成が重要です。

■地域の実情や特性に応じた消費者教育・啓発活動を担うことができる人材の育成も課題と
なっています。

■市町村は、地域との密接なつながりや機動性を活かして、自治会や地域の福祉関係団体等
との連携を図り、相談や被害の「掘り起こし」を行うなど、消費者一人ひとりの立場に
立った、きめ細かな消費者施策を担っています。

施策３ 市町村への支援・連携

基本目標 Ⅱ 消費生活相談体制の充実・強化

主な取組

①市町村における消費者行政推進に向けた支援
・市町村における消費者行政推進のために必要な消費生活関連法令や相談事例、消費者教

育・啓発活動等に関する様々な情報提供の迅速化

・消費者教育・啓発活動における県と市町村の協力体制の構築

・市町村に対して、地域の実情を踏まえた消費生活条例の制定や基本計画、消費者教育推進

計画の策定の働きかけの実施
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②市町村相談体制の充実に向けた取組

・指定消費生活相談員による、専門的な事案や対応困難な相談事案等に対する市町村消費生

活相談員等への助言・指導等の実施

・市町村消費者行政担当職員や消費生活相談員の資質向上を目的とした研修や情報交換・共

有の実施

・消費生活センターの設置を目指す市町村に対する、センター組織及び運営等に係る条例整

備に向けた、必要に応じた情報提供等の実施

・人口規模等の観点から、市町村単独での消費生活センター設置が難しい場合など、地域の

実情に応じた広域連携の在り方検討

・広域連携を実施した際、連携に係る全ての構成市町村が相談、啓発、見守り等の施策に参

画するための援助・調整の実施

・消費生活相談員の確保に向けた、人材バンク情報の市町村への提供

・地域における消費者教育・啓発活動を担う人材育成のための市町村消費生活相談員を対象

とした情報提供や研修の実施

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

10010094.488.983.377.8
消費生活センターの広域連携を含めた
市町村設置率（％）
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現状と課題

■消費者被害を未然に防止できる自立した消費者を育成するためには、消費生活に関する知
識を適切な行動に結び付けることができる実践的な力、すなわち「消費者力」の育成・強
化が不可欠です。消費者自身が、違和感に「気づく力（批判的思考力）」、きっぱりと
「断る力」、一人で抱えず「相談する力」を身に付けるが必要があります。

■家族や周囲の異変に気づき、相談を促す「働きかける力」や、社会的課題の解決に向けて
主体的に参画・協働する「社会へ働きかける力」を育む視点も重要です。そのためには、
消費者教育コーディネーターを中心に、幼児期から高齢期まで、ライフステージに応じた
体系的かつ継続的な消費者教育を推進していくことが求められます。

■消費者教育は、学校、家庭、地域社会が連携して取り組むことで、より効果的なものとな
ります。現代社会における新たなニーズに対応するためには、これら関係機関が連携し、
情報共有を強化することが不可欠です。

■令和４年から成年年齢が引き下げられたことに伴い、学校教育における消費者教育の重要
性が増し、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校での消費者教育に関する内容の充実
が図られています。今後は大学、社会人等も含めた切れ目のない消費者教育が重要です。

■金融に関する知識や判断力を身に付けることは、日常生活の安定や将来設計に欠かせませ
ん。キャッシュレス決済やネット取引の普及など、金融環境の変化が進む中で、適切に判
断・行動できる力（金融リテラシー）の向上が求められています。

■近年、事業者に対する過度な要求や不当な言動など、いわゆる「カスタマーハラスメン
ト」が社会問題となっています。消費者自身が自らの権利と責任を正しく理解し、自立し
た責任ある行動を取ることが求められており、消費者が消費者市民社会の一員としての役
割を認識できるような教育・啓発を行うことが課題となっています。

主な取組

施策１ ライフステージに応じた消費者教育の推進

基本目標 Ⅲ 消費者の自立に向けた消費者教育の推進

①学齢期の消費者教育

・学齢期に応じた消費者教育を、教育委員会や学校現場、市町

村、その他関係機関、地域住民等と連携し、体系的に実施

・消費者教育に適した啓発教材の作成・活用方法の紹介や教育

現場のニーズに応じた啓発講座等の実施

・小中学校では、児童生徒が発達段階に応じて、情報通信ネッ

トワーク等を利用した物資やサービスの購入におけるルール

やマナー、及び、消費者の権利と責任について、社会科や家

庭科、技術・家庭科等の時間に指導

・特別支援学校では、生活科や社会科、家庭科等の時間におい

て、児童生徒が消費者生活に必要な知識や技能が身に付くよ

うに消費者の基本的な権利や責任等について指導

県が制作した啓発動画の一場面

19



・高等学校では、持続可能な社会を見通して、自立した生活を営むために必要な生活におけ

る経済の計画や消費行動と意思決定、持続可能なライフスタイルと環境、多様な契約及び

消費者の権利と責任などを公民や家庭科等を中心に各教科等において指導

・高等学校の情報教育においては「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報

社会に参画する態度」の育成を目指した指導の充実

・「巣立ち教育出前講座」において、成年となる高校生への消費者教育を消費生活相談員が

実施

※１ 大分県金融広報委員会
大分県、日本銀行大分支店、九州財務局大分財務事務所、県内の金融機関などによって構成され、中立・
公正な立場で県民のくらしに身近な金融広報に関する幅広い広報活動を行う組織

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

12511710910193132学齢期向け消費生活出前講座実施回数
（県＋市町村）（回）

463441419397375345消費生活出前講座実施回数
（県＋市町村）（回）

保護者向け消費者生活出前講座

②成人期における消費者教育

・経済団体等を通じた企業への消費生活出前講座の活用促進と、社会に出たばかりの若年層

から中堅層、退職前のベテラン層まで、ライフステージに応じた講座や啓発パンフレット

の配布等による、働く世代の消費者教育の推進

・生涯学習情報提供システム「まなびの広場おおいた」のホームページにおいて消費者教育

に係る講座情報の配信による、県民の学習の支援

※高齢者への消費者教育については、P.12に掲載

③金融経済教育

・金融に関する知識・判断力（金融リテラシー）の向上のため、大分県金融広報委員会※１の
実施する金融経済教育と連携した消費者教育の推進

④カスタマーハラスメント対策

・どのような行為がカスタマーハラスメントに該当するのか等の消費者への啓発による、適

切な意見表明の権利・責任の理解を促す教育の推進

・大学等を対象とした出前講座による、消費者被害防止

のための教育・啓発の実施

・学校現場における教職員の研修等への参加、消費生活

や消費者教育について専門的知識を有する外部人材の

活用、消費生活センター等との連携等の推進

・ＰＴＡ等を通じた保護者に対しての消費者教育の実施
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現状と課題

■「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、17の目標と169のターゲットで構成され、2030年
までの国際目標として2015年に採択されました。

■国内では2016年に実施指針を策定し、 持続可能な生産と消費を共に推進していく必要があ
るとの認識の下、地域の活性化や雇用等を含む人や社会・環境に配慮した行動であるエシ
カル消費の普及啓発や食品ロス削減に取り組んでいます。

■県民アンケートでは43％がエシカル消費を「知らない」と回答しており、ＳＤＧｓ目標12
「つくる責任 つかう責任」の趣旨を踏まえ、県民一人ひとりの実践を促すための取組を
強化していく必要があります。

■地球温暖化により、極端な気象現象の増加や自然生態系、農林水産業、健康への影響が、
今後一層深刻化してくることが懸念されるため、世界共通の喫緊の課題である地球温暖化
防止に向けて、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制による温暖化の進行を緩和する
取組（緩和策）を促進し、「脱炭素社会」の実現を進める必要があります。

■私たちの暮らしの中にあふれているプラスチックは様々な用途に使われていますが、使っ
ては捨てるという生産と廃棄を繰り返しています。循環を基調とする地域社会の構築のた
め、廃棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の
３Ｒに沿った減量化・再資源化を推進する必要があります。

■本来食べられるにも関わらず廃棄される「食品ロス」の削減は、家計の負担や市町村の財
政支出の軽減、ＣＯ２排出量の削減による気候変動の抑制にもつながります。食品ロス削
減に向けて、事業関係者と連携・協働した取組や消費者の意識改革など、事業者と消費者
の双方に向けた対策が必要です。

■食育や環境への取組を通して、食品ロスの削減に取り組むことは、持続可能な社会の形成
を目指す消費者教育の課題ともいえます。

施策２ 持続可能な消費行動の推進

基本目標 Ⅲ 消費者の自立に向けた消費者教育の推進

“生産者も消費者も、地球の環
境と人々の健康を守れるよう、
責任ある行動をとろう”
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主な取組

①エシカル消費の普及啓発

・人や社会、環境、地域等に配慮した消費行動であるエシカル消費について、その意義など

の普及啓発の推進

・県民が環境について学ぶことができる機会を充実し、参加者に学んだ内容を家庭で話題に

するよう促すことによる、環境に配慮した暮らしを実践しようとする機運の醸成

・家庭向けエコ診断（うちエコ診断）や環境アプリ（エコふぁみ※１）等を活用による、節電

や環境に配慮した製品の購入、宅配を１回で受け取る方法の周知による再配達の削減など、

県民一人ひとりの身近な省エネ行動の促進

・環境アプリのポイント付与や、

民間団体と連携したごみ拾い大会の実施などを通じて、

プラスチックごみ削減行動の促進及び県民意識の醸成

・限りある資源を未来につなぐため、３Ｒ推進に向けた普及・啓発、

情報提供の実施やリユースの普及推進に向けた修理店等の情報

提供の実施

・再生資源を有効利用したリサイクル製品のうち、県内で製造され

た優れた製品を「大分県リサイクル認定製品」として認定し、製品の積極的な利用の促進

・食品ロス削減のため、食材をおいしく食べきることを呼びかけ家庭での食べ残しを減らす

取組や、家庭ですぐ食べる食品は消費期限・賞味期限が近いものから購入することを促す

キャンペーンの実施、外食時の料理の食べきりを促す３０・１０運動※２の推進など、食べ

物を無駄にしない県民意識の醸成

・食生活、食文化、生産体験交流、環境の各分野について、調理実習等の体験や講義を希望

する学校、団体への食育を推進する講師の派遣

・生産者と消費者の交流促進による県産農林水産物の地産地消の推進

目標指標

※１ エコふぁみ
九州エコファミリー応援アプリの通称。九州７県で共同運営している環境アプリ。毎日エコチェックやエコ記録等の取組を行う
ことでポイントがたまり、景品等が当たる

※２ ３０・１０運動
宴会等から出る食べ残しを削減するため、乾杯（開始後）30分と終了前10分は、席を離れず食事を楽しみ、食べ残しをなくそう
という運動

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

13,00013,00013,00013,00013,00013,437環境教育参加者数(人)

337,500
(R11)

343,300
(R10)

350,300
(R9)

355,500
(R8)

361,800
(R7)

368,495
（R5）

ごみ総排出量（t）

20.0
(R11)

20.0
(R10)

20.0
(R9)

19.0
(R8)

19.0
(R7)

18.1
（R5）

一般廃棄物循環利用率（％）

4,0004,0004,0004,0003,9343,834食育活動参加者数(人)

エコふぁみ
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現状と課題

■強引な訪問販売などの悪質商法や、情報通信の利便性や匿名性を利用した架空請求詐欺、
販売サイト等で低価格のお試し購入と思わせ複数回の契約を結ばせる定期購入などは依然
として横行しており、その手口は年々悪質化・巧妙化する一方です。

■これらの多様な消費者トラブルを防止するには、様々な機会を利用し、多様な広報媒体を
活用して、迅速かつきめ細かな広報・情報提供を行うとともに、消費者の特性に合うよう
創意工夫した啓発活動が重要になります。また、誰もがいつでも情報や知識を習得できる
ような環境を整備することも大切です。

■令和７年における県内の特殊詐欺※1被害は、被害件数400件（前年比＋120件）、被害金額
約8億5,893万円（同＋約1億2,208万円）となり、いずれも、現在の統計となった平成24年
以降では過去最大の被害となっています。（暫定値）

■被害者は65歳以上の高齢者が約35％と最も多いものの、幅広い年代で被害が増加するなど、
被害が全世代に拡大しています。

■ＳＮＳ等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、指定
した口座への振込み等で金銭をだまし取るＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害※２が令和６年
に急速に加速し、令和７年は被害件数347件（前年比＋68件）、被害金額15億1,409万円
（同△9,828万円）となり、特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害が重大な社会問
題となっています。

■家族や警察官を装った「オレオレ詐欺」や、副業を名目にした「架空料金請求詐欺」の被
害が増加しています。また、詐欺の手口も巧妙化・複雑化しており、犯人が固定電話から
携帯電話に接触手段を変えたり、「＋（プラス）」から始まる国際電話やＳＮＳを利用し
たりするケースも見られます。

■県民の貴重な財産を奪う特殊詐欺等の犯罪を抑止するためには、被害の未然防止に関する
情報提供や広報啓発活動を、一層推進していく必要があります。また、犯人の手口が巧妙
化していることから、手口を知っていても被害に遭う県民がいることから、犯人と話をし
ない対策や水際対策が必要です。

施策３ 消費者被害の未然防止

基本目標 Ⅲ 消費者の自立に向けた消費者教育の推進

※１ 特殊詐欺
家族や警察官などになりすまし振込を要求するオレオレ詐欺やメールなどで有料サイト未払い料金や手数料などを請求する架空
料金請求詐欺等の10類型の詐欺の総称

※２ ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺
ＳＮＳを利用し、投資で利益が得られると誤信させ、架空の投資や出金手数料名目で金銭をだまし取ったり、恋愛感情や親近感
を抱かせながら、投資に誘導して投資金や出金手数料名目当で金銭をだまし取る手口

219 237

126 118 112
150

177
206

280

400

27,964 26,160 21,851 21,767 
29,397 

8,178
21,956 

31,090 

73,684 

85,893

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

0
50

100
150
200
250
300
350
400

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（万円）（件） 特殊詐欺被害状況の推移

被害件数（件） 被害金額（万円）

特殊詐欺被害の推移

※令和７年の数値は暫定値
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主な取組

①多様な手段を用いた広報・啓発
・若者、勤労者、高齢者、障がい者等、対象に応じた啓発資料を使用した出前講座の実施

・各種媒体およびデジタルコンテンツを活用した広報活動や消費者被害防止情報の提供・注

意喚起

・市町村等と連携した悪質商法・不適正取引・欠陥商品等に関する情報発信・注意喚起及び

重大被害のおそれのある事案や事業者情報の提供・周知

・「犯人から騙されない対策」として、特殊詐欺被害防止コールセンターの設置や被害に遭

いやすい手口を掲載したチラシの配布、まもめーる・公式ＳＮＳによる発信などあらゆる

広報媒体を活用した広報啓発の実施

・高齢者サロン、防犯セミナーなどの出前講座の開催及び防犯ボランティア、事業者等の関

係機関と連携した広報啓発の実施

・ホームページや新聞等の広報媒体を利用した悪質商法等の犯行手口や消費者被害に関する

情報の迅速かつ効果的な提供

・大分県警察電子メール情報配信システム「まもめーる」を活用した特殊詐欺等被害防止情

報の提供

②詐欺等の犯罪の未然防止

・「犯人と話をしない対策」として、市町村と

連携した警告・録音機能付き電話機等の購入

費用補助や、国際電話番号からの着信を拒否

するための国際電話不取扱受付センターへの

申請の促進及び警察庁推奨アプリの普及促進

・「犯人にお金を渡さない対策」として、金融

機関やコンビニエンスストア等と連携した水

際対策の強化

警告・録音機能付き電話機購入補助のチラシ
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現状と課題

■近年、食品流通の広域化、国際化の進展により、多種多様な食品が流通するとともに、世
界情勢の影響を受けて食の安全を取り巻く環境は大きく変化しています。

■大規模食中毒、違反食品等の回収事案及び食品への異物混入等の食品に係わる問題が発生
し、消費者の食品に対する不安や不信感はますます高まり、安心と信頼の確保が重要に
なっています。食中毒、食物アレルギー等による健康被害を未然に防ぐには、原材料の生
産から加工・流通・販売までの一連の流れ（フードチェーン）の各段階における対策が重
要です。

■令和３年６月から原則全ての食品等事業者が、国際的な衛生管理手法ＨＡＣＣＰ※１（ハ
サップ)に沿った衛生管理を行うこととなりました。

■消費者が安全でかつ安心して食品を購入できるよう、食品衛生に係る監視指導を行ってい
ます。

■米穀については、生産から流通に至る過程の履歴を明確にする手法（トレーサビリティシ
ステム※２）を用いて、消費者の食品への信頼確保を図っているところです。お米、米加工
品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの
各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存し、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達し
ています。

■いわゆる健康食品※３については、食品と称して販売されているにも関わらず、医薬品成分
が検出されるなど、本来であれば医薬品として販売されるべきものが食品として流通して
いる事例が国内外で報告されています。このため、国は、都道府県へ無承認無許可医薬品
等買上事業を委託しており、本県も継続して調査を行っているところです。

施策１ 消費者の安全・安心の確保（食の安全）

基本目標 Ⅳ 信頼できる消費環境の構築

※１ ＨＡＣＣＰ（ハサップ：Hazard Analysis and Critical Control Point）
食品の衛生管理に導入されている方式。食品製造のすべての工程における危害の発生を分析して、重要な管理点を設定し重点的
にチェックすることにより、衛生的で安全な食品を製造する

※２ トレーサビリティシステム
食品などの生産や流通に関する履歴情報を追跡・遡及することができる制度。生産者や流通業者は、媒体（バーコード、ＩＣタ
グなど）に食品情報を集積するなどし、それを消費者などが必要に応じて検索できるシステム

※３ いわゆる「健康食品」
法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、その
ような効果を期待して摂られている食品全般を指す
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主な取組

・食中毒の未然防止を目的とした食中毒注意報、ノロウイルス食中毒注意報の発令、情報の
迅速な伝達

・大分県食品衛生監視指導計画に基づく農水産食品・加工食品を対象とした残留農薬、動物
用医薬品、食品添加物等の収去検査の実施及び検疫所が実施した輸入食品の収去検査結果
等を踏まえた食品関係事業者への指導・啓発

・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ
法)に基づく指導及び啓発

・強壮用健康食品等に関する医薬品成分の分析調査の実施および、医薬品、医療機器等の品
質・有効性・安全性の確保等に関する法律に基づく、必要に応じた事業者への回収等の指
導並びに広告等に関する監視の実施

②食の安心の醸成

・大分県食品安全推進県民会議で施策に関する県民の意見交換を行うとともに、県内各地で

の様々な立場の県民参加によるリスクコミュニケーション※１を実施し、食を取り巻く関係

者の相互理解による信頼の構築

・食中毒の発生や違反食品の回収等の食品衛生に関する情報の公開による迅速で分かりやす

い情報提供の実施

※１ リスクコミュニケーション
あるリスク（危険性）について、直接間接に関係する人々が意見を交換することにより、正確な情報を共有し、相互に意思の疎
通を図ること

①食品の安全性の確保

・食の安全等に関する講習会等の開催による情報提供

・大分県食品衛生監視指導計画に基づく食品等事業者
への監視・指導・検査の実施と結果の公表

・より安全性の高い食品を供給するため、食品等事業
者に対するＨＡＣＣＰ方式の相談・指導による支援

・食物アレルギー事故対策としての事業者向け食物ア
レルギー事故防止研修会及び消費者向け食品表示講
座の開催

・科学的知見に基づく食品安全情報のＳＮＳ等各種媒
体による提供及び食の安全に関する理解向上の促進

ノロウイルス予防ハンドブック

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

100100100100100100食品衛生監視指導計画に基づく
監視・検査件数の割合（％）
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現状と課題

■消費者と事業者との間には情報量や交渉力の格差が存在し、多くの消費者は受動的な立場
で取引に応じることから、商品やサービスの取引や安全性に関する深刻な被害が発生して
います。このような消費者被害の未然防止・拡大防止のため、消費生活相談窓口や関係機
関が連携して被害情報を早期に把握・共有・分析することが重要です。

■消費者安全法では、生命・身体の消費者事故等を専門的に調査し、事故の予防・再発防止
策を講じる仕組みとして「消費者安全調査委員会」による事故調査や他の法律で対応でき
ない場合の行政措置など、消費者の安全につながる施策が行われています。

■製品事故による火災や、玩具等の子供用製品による誤飲事故などが後を絶ちません。事故
の未然防止に役立つ、迅速かつ的確な事故情報の収集と消費者への発信を進めていく必要
があります。

■液化石油ガスは、取扱いが容易で環境負荷が少ないことから、家庭用エネルギーとして広
く普及していますが、取扱いを誤ると大きな事故につながりかねない危険性を有している
ため、液化石油ガス販売事業者等の法令の遵守と自主保安体制の強化が必要です。

■入浴施設や理・美容施設などの生活衛生関係営業施設では、高度化・多様化する消費者の
需要に応じた新しい形態の営業施設が出現していることから、従来の衛生措置の基準の適
用が難しい事例も増加しており、衛生管理の不備等による苦情や健康被害が発生すること
があります。そのため、消費者がこれらの施設を安心して利用できるよう、衛生水準の確
保や向上を進めていくことが求められています。

■住宅の品質確保を図るために、建設業者や建築士の資質の向上、建設工事の請負契約の適
正化、行政の指導監督及び検査体制の充実・強化が必要です。

■悪質化・巧妙化する様々な悪質商法や詐欺商法等による消費者被害は依然として後を絶た
ないため、悪質事業者に対する指導・監視を徹底し、厳正な対処とその横行の阻止に取り
組む必要があります。

■消費者被害に係る犯罪は、被害が潜在化したり、短期間に大きく被害が広がったりする傾
向があるため、関係機関の連携を強化して被害情報の早期把握に努めるとともに、取締り
を強化することが重要です。

■安全で安心な消費生活を確保するためには、企業の不祥事防止が重要であり、そのため改
正公益通報者保護法の周知・啓発や公益通報窓口の整備を通じて、企業内部の通報者を不
利益な取扱いから保護し、制度の利用を促進する必要があります。

■デジタル化の進展やＡＩ技術の普及に伴い、消費生活の利便性が向上している反面、個人
情報の利用範囲はますます拡大し、個人情報の流失や悪用といった深刻な問題も発生して
います。このような被害を未然に防止するためには、個人情報の保護に対する意識啓発と、
事業者による個人情報の適正な取扱いが必要です。

施策１ 消費者の安全・安心の確保（その他の安全）

基本目標 Ⅳ 信頼できる消費環境の構築
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主な取組

・液化石油ガス販売事業者及び液化石油ガス設備工事業者に対して

消費者の保安の確保に関する研修会・講習会の実施

・生活衛生関係営業施設における安全・安心・衛生を認定する「Ｓマーク」制度の普及・周

知と自主衛生管理体制の強化

・建設業者に対する研修会等の実施による資質向上及び請負契約の適正化の推進並びに指導

監督の実施

・建築時における法定検査及び工事監理の適正確認の実施

・建築士事務所への定期立入調査及び相談・苦情対応に基づく重点調査と指導監督の実施

②悪質事業者の監視強化及び消費者被害情報の収集・分析
・関係機関・団体との連携による消費者被害情報の早期収集・分析及び市町村等との連携に

よる被害防止

・県民の安全・安心を脅かす悪質犯罪等の重点的取締りの推進

③事業者のコンプライアンス体制の確保

・改正公益通報者保護法の周知及び会議・研修等による制度理解

・個人情報の流出や悪用の防止に向けた制度の周知と事業者による自主的な取組の支援

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

606060606057
消費生活用製品安全法に基づく立入調査件数
（件）

①商品・サービスの安全性の確保
・製品事故の再発防止や安全確保のため、事業者への立入

調査や販売指導を行うとともに、事故の危険性が認めら

れる商品に対しては供給中止や回収等の要請

・国や関係機関からの事故情報を速やかに周知し、県民へ

の注意喚起を行うとともに、県内で発生した重大事故に

ついては国への報告・情報提供の迅速な実施

・液化石油ガス販売事業者等に対して定期的な立入検査の

実施
リチウムイオン電池等の発火に
ついてＳＮＳ等で注意喚起
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現状と課題

■過大な景品類の提供や虚偽・誇大な不当表示の事案は後を絶ちません。事業者への監視指
導を行うとともに事業者への啓発を行う必要があります。

■消費者が、自主的かつ合理的な選択をする機会が確保されることは消費者の権利の１つで
す。そのためには消費者取引や商品を選択する上での情報源となる表示が適正に行われる
必要があります。

■分かりやすい食品表示を行い食品を摂取する際の安全性と消費者の自主的かつ合理的な食
品選択の機会を確保するため、食品衛生法・ＪＡＳ法・健康増進法の表示に係る部分が統
合された食品表示法が施行され①衛生事項②品質事項③保健事項に整理されました。

■いわゆる健康食品は、医薬品と異なり病気の治療・予防を目的とするものではないため、
疾病の治療や予防効果の表示・広告はできません。食品に効能効果を標榜して販売してい
る事例があるため、食品販売店への立入検査により、表示等の監視指導を行う必要があり
ます。

■消費者への計量制度の啓発、スーパー・商品製造事業者等への立入検査による計量制度の
普及啓発又は適切な指導を通じて、正確な計量を確保し、消費者の不利益を防いでいくこ
とが必要です。事業者に対する法令遵守の徹底を求めていく必要があります。

■貸金業に関する資金需要者からの苦情等件数は減少傾向にありますが、引き続き貸金業者
には、同法を遵守した適正な業務を行うよう指導監督を徹底し、資金需要者の利益の保護
を図っていく必要があります。

■旅行サービスや介護サービス、消費者にとって人生で一番大きな買い物となる不動産売買
におけるトラブルが多発しているほか、第一種動物取扱業者によるペット動物の売買に関
する問題も増加しています。事業者に対する法令遵守の徹底を求めていく必要があります。

■家庭用品の購入に際し、消費者が不測の損失を被ることのないよう、事業者に対して、特
定の家庭用品の品質に関する適正な表示を要請するとともに、消費者の利益を保護するた
めに事業者へ監視を行う必要があります。

施策２ 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

基本目標 Ⅳ 信頼できる消費環境の構築

主な取組

①表示・規格・計量の適正化
・過大な景品類の提供や虚偽・誇大な表示による不当な顧客勧誘など景品表示法に違反する

事例の発見と事業者指導の強化および事業者団体等向け研修の実施など消費者が適正に商

品・サービスを選択できる環境の確保

・消費生活に身近な石油製品等の販売価格について、消費者の選択の機会確保のため、事業

者団体への価格の店頭表示協力の要請

・高度化・複雑化する家庭用品に対する市町村連携による立入調査・事業者指導

・医薬品的効能効果を謳った食品に対する立入検査や監視及び必要に応じた事業者への指導
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・食品表示に関する調査及び指導の実施による、衛生・品質・保健各事項の適正な表示の推

進

・食品関連事業者を対象とした食品適正表示基礎講習会の開催等による食品関連事業者への

適切な表示指導

・製造・販売事業者に対する食品の保健機能等に関する表示の適正な指導と、消費者に対す

る表示の正しい理解・活用方法の普及啓発

・消費者が計量による不利益を受けないよう、商品の内容量表示への関心喚起を目的とした

計量教室の実施および計量制度の啓発

・スーパー・販売店等事業者に対する立入検査の実施と、商品量目および計量器の正確な計

量確保に関する指導

・旅行業等を営もうとする者に対する、登録及び各種届出に係る事務指導及び、無登録業者

等の調査及び情報収集等による、無登録業者による旅行業の防止

・旅行業者及び旅行業務取扱管理者等を対象とした、旅行業務の適切な運営に関する講習の

実施

・有料老人ホーム入居者への適切なサービス提供の確保に向けた、事業者への研修・立入検

査及び入居者の利益を侵害する行為に対する事業者指導等の実施

・不動産取引の知識や経験が乏しい消費者のトラブル防止に向けた、宅地建物取引業者への

調査・指導による公正な取引の確保

・第一種動物取扱業者への監視・指導と動物取扱責任者研修会を通じた適正な情報・知識の

提供

目標指標

目標値基準値
指 標 名

Ｒ12年度Ｒ11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ６年度

656565656537.5ガソリン価格の店頭表示率（％）

565656565656
適正な食品表示のための情報提供、指導
（講習会実施回数）（回）

②消費者取引の適正化

・公正な消費者取引の推進と消費者被害防止のための事業

者への特定商取引法周知及び消費生活相談等に基づく報

告徴収・立入検査による不適正取引是正並びに法に基づ

く適正事業活動指導

・貸金業者の業務の適正な運営確保を図るため、営業所へ

の立入検査の強化や資金需要者が安心して貸金業者を利

用できる環境の整備
悪質な点検商法
（消費者庁イラスト集より）
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現状と課題

■消費者の権利が尊重され、消費者が安全な商品・サービスを安心して消費できるためには、様々
な関係機関が連携することが重要です。

■本県においては、消費者行政の司令塔・エンジン役である消費者庁や、消費生活に関する情報の
収集・提供や相談等の中核的な機関である国民生活センター、市町村、その他消費者問題に取り
組む様々な関係機関と、さらなる連携・協力を図る必要があります。

■消費者団体は、消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的な意見にまとめて表明するほか、消費
者教育の担い手や消費者被害の防止及び救済のための活動を行うなど、消費者行政の推進にお
いて重要な役割を果たしています。

■行政と消費者団体等との協働を推進するとともに、消費者が行政や事業者に対して積極的に意
見表明できる環境づくりも重要です。

■消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復のため、直接の被害者ではない消費者団体
が消費者に代わって、事業者の不当な行為をやめさせるように裁判で請求する消費者団体訴訟
制度や、その担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に期待される役割が十分
に果たされることが重要です。

■県内では適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワークが、消費者
被害の発生、拡大を防止するため、事業者の不当な事業活動に対し差し止めや申入れを行って
いますが、さらなる周知が必要です。

■県行政においては、食品、医薬品、住居などの生活の主要な業務の連携により県民の安全・安心
な生活が確保されることはもちろん、県民の幅広い生活ニーズに関わる各行政分野の横断的連
携をより進め、切れ目のない消費者保護と利便性の向上が図られる必要があります。

施策３ 関係機関との連携

基本目標 Ⅳ 信頼できる消費環境の構築

消費者訴訟制度

【消費者団体訴訟制度とは】

消費者団体訴訟制度は、消費者全体の利益を守るため、内閣総理大臣
が認定した「適格消費者団体」に、事業者の不当な勧誘や不当な契約条
項の使用を差し止める権限を与える制度です。
消費者契約に関する被害は全国で多発しており、個々の救済だけでは

同様の被害を防ぎきれないため、事業者の不当行為そのものを止める仕
組みとして導入されました。

【大分県の適格消費者団体】

本県では平成24年２月、九州で初めての適格消費者団体として特定非営利活動法人大分県消費者
問題ネットワークが認定されました。

消費者団体訴訟制度のキャラクター ここりす
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主な取組

①国、国民生活センター等関係機関との連携・協力

・国民生活センターが実施する各種研修や広報・啓発事業、商品テスト等の活用

・消費者トラブルの予防、消費者被害の救済、再発防止のため、国民生活センターと地方
公共団体の消費生活センター等をネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワー
ク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）」の運用について連携・協力

・日本司法支援センター大分地方事務所（法テラス大分）や九州財務局大分財務事務所、
大分県弁護士会、大分県司法書士会、大分県金融広報委員会等の様々な関係機関と連携
による、消費者被害の救済や被害防止・拡大防止

・消費者行政関連法令を所管する各部局の関係所属職員を県民生活・男女共同参画課の兼
務職員として配置し、情報の共有や適用法令の調整等を迅速に行うとともに、すき間事
案について適切に対応

②消費者団体との連携・支援の推進

・消費生活に関する情報提供や交流の場の提供による、消費者団体の自主的な取組と活動の

活性化の支援

・大分県消費者団体連絡協議会との連携による、消費者団体間の交流・連携促進

・消費者と事業者の相互理解の促進及びそれぞれの意見を消費者施策等に反映する取組の実

施

・適格消費者団体と連携した、消費者被害防止のための人材育成及び取組の強化

・消費者団体訴訟制度の周知による、不当取引の抑止および消費者被害の未然防止・拡大防

止

消費者団体と連携した消費者月間の啓発活動
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現状と課題

■頻発する大規模自然災害は、我が国の社会や人々の意識に大きな影響・変化を与えていま
す。自然災害発生直後には、消費者による必要以上の購入等により、生活必需品等の品不
足が生じるなどの事態が起こり、大きな社会問題となっています。

■新型コロナウイルス感染症拡大時には、マスクやアルコール消毒製品などが一時的に品薄
となり、不確かな情報の影響を受けて買いだめを行うといった消費行動や、インターネッ
ト上での高額転売が見受けられ、国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）に基づ
き購入価格を超える価格による転売が禁止されました。

■令和６年能登半島地震においては、被災者の心理につけ込んだ保険金請求代行、自宅屋根
や設備等の悪質な補修など、災害に便乗した悪質商法についての相談の報告がありました。

■今後も大きな災害の発生の可能性が指摘されており、災害時や感染症拡大期等の非常事態
における生活関連商品等の確保は、県民の生活に不可欠な課題であるといえます。

■災害その他の非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、平常時
の消費者教育が重要です。

■災害時や感染症拡大期等に安全・安心な県民生活を送るためには、行政による災害時の消
費生活（生活必需品、復旧資材等）に関する情報提供や相談体制の充実、生活必需品の安
定供給に係る支援だけでなく、地域における日常的な連絡・連携、消費者や事業者におけ
る平時からの物資の備えや災害時の冷静な判断・行動も重要です。

施策４ 大規模自然災害など緊急時における対応

基本目標 Ⅳ 信頼できる消費環境の構築

出典： 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」開設後1年間のまとめ
（2025年１月31日公表）

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250131_2.pdf
（独立行政法人国民生活センター）

「能登半島地震関連 消費者ホットライン」への月別相談件数の推移
（令和６年１月 15 日～令和７年１月 14 日）
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主な取組

①自然災害・感染症拡大などの緊急時における生活関連商品の価格の安定と円
滑な供給への取組

・生活関連商品の円滑な流通と価格の安定確保のため、必要に応じた事業者への協力要請

・生活関連商品の買占めや売惜しみ事業者への必要に応じた商品の売渡し勧告と生活関連商

品の確保

・不確かな情報の拡散等による物資の買いだめといった消費行動への注意喚起

・災害時や感染症拡大期等における関係部局との連携による救助物資の給与又は貸与の迅速

な実施および生活必需品等の不足解消への対応

・不当な価格形成や災害便乗型悪質商法等に関

する情報収集及び注意喚起や、必要に応じた

適切な対応

・災害時や感染症拡大期等における消費者被害

の未然防止・拡大防止及び被害救済のため、

災害時等の相談体制の整備

・災害発生時には、空き巣や災害に便乗した悪

質事犯の発生が予想されるため、パトロール、

巡回連絡、まもめーる、ラジオ等を活用した

防犯広報活動の実施

②災害時における便乗行為等への対応

出典：「見守り新鮮情報」第472号（2024年１月16日公表）
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen472.pdf （独立行政法人国民生活センター）

34

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen472.pdf


第５章 計画の進捗管理及び検証

毎年度、計画の進捗状況（前年度事業実績及び今年度事業計画）をとりまとめ、大分県消
費生活審議会に提示し、委員からの意見をいただきながら消費者施策の計画的かつ効率的な
推進を図ります。
また、市町村の消費者行政担当課と消費者施策の方向性や消費者問題等に関する情報共有

や意見交換を行い、連携して消費者行政を推進します。
計画の着実な推進を図るため、数値目標の設定が可能なものについては、計画の最終年度

である令和12年度における数値目標を設定しました。（次ページ参照）

第５次大分県消費者基本計画の推進体制

大分県消費生活審議会

〔構成〕
学識経験者、消費者、事業者等
(20名)

●大分県民の消費生活の安定及び向上に
関する条例第４３条に基づき設置

県民の消費生活の安定および向上に
関する重要事項の審議の場

※消費者教育推進法第２０条に定める消費者教
育推進地域協議会としても位置づけ

検証・県民意見の反映

県庁内関係所属

県民生活・男女共同参画課

実施体制

市町村消費者行政担当課

連
携

連
携

意見提案

提示

1 推進体制及び目標指標
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1
第５次大分県消費者基本計画の目標指標

目標値
（令和12年度）

基準値
（令和６年度）

単位指 標番号主要な施策

51,000-アクセス大分県消費生活センターＨＰアクセス数1

デジタル化への対応

100.097.2％
フィルタリング等によりインターネット利用を
監督している保護者の割合（小・中・高）

2

9048％
消費者安全確保地域協議会設置市町村の
県内人口カバー率

3
配慮を要する
消費者への対応

3819回高齢者向け出前講座実施回数4

97.494.5％県内の消費生活相談窓口におけるあっせん解決率※１5
消費生活相談員の
確保と資質向上

10077.8％消費生活センターの広域連携を含めた市町村設置率6
市町村への
支援・連携

125132回学齢期向け消費生活出前講座実施回数（県+市町村）7ライフステージに
応じた

消費者教育の推進 463345回消費生活出前講座実施回数（県＋市町村）8

13,00013,437人環境教育参加者数9

持続可能な
消費行動の推進

337,500
(Ｒ11)

368,495
(Ｒ５)

tごみ総排出量10

20.0
(Ｒ11)

18.1
(Ｒ５)

％一般廃棄物循環利用率11

4,0003,834人食育活動参加者数12

100100％食品衛生監視指導計画に基づく監視・検査件数の割合13
消費者の

安全・安心の確保
6057件消費生活用製品安全法に基づく立入調査件数14

6537.5％ガソリン価格の店頭表示率15消費者の自主的かつ
合理的な選択の機会

の確保 5656回
適正な食品表示のための情報提供、指導
（講習会実施回数）

16

※１ あっせん解決率＝あっせん解決件数／あっせん件数
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資料編

１ 第５次大分県消費者基本計画の策定過程

２ 大分県消費生活審議会委員名簿

３ 第５次大分県消費者基本計画とＳＤＧｓの関連表

４ 大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

５ 第５次大分県消費者基本計画の担当課・室一覧
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第５次大分県消費者基本計画の策定経過

令和７年
３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

令和８年

１月

２月

３月

（国）第５期消費者基本計画策定

●第６２回大分県消費生活審議会（７月９日）
・関係課事業実施状況・達成状況報告
・計画の概要、計画策定体制スケジュール
・構成案検討

素案の検討・作成

●関係課照会
・素案の検討

●第６３回大分県消費生活審議会（１１月１１日）
・素案の意見聴取・協議

パブリックコメント

●第６４回大分県消費生活審議会（２月４日）
・成案審議

「第５次大分県消費者基本計画」決定公表

議会説明

県議会への骨子案報告

（１２月１日～１月７日）
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1

氏名 所属団体等

石松　直美 大分県司法書士会会員司法書士

小野　里香
大分県小学校長会 会員
（大分市立敷戸小学校長）

亀井　正照
適格消費者団体NPO法人
大分県消費者問題ネットワーク理事（弁護士）

吉良　重彦
大分県立学校長協会会員
（大分県中央支援学校長）

古田　奈々 大分県弁護士会会員弁護士

山城　興介 日本文理大学経営経済学部教授

雨宮　洋子
大分県地域包括・総合相談・在宅介護
支援センター協議会 会長

石本　理砂 オレンジカフェ主催（公募委員）

河原　伸明 大分県生活協同組合連合会専務理事

高橋　洋明 大分県民生委員児童委員協議会会長

原　理絵 アイケアルーム代表（公募委員）

古代　紘子 大分県生活学校運動推進協議会委員

水谷　トシヱ 大分県地域婦人団体連合会会長

江原　加代子 大分県商工会女性部連合会副会長

大塚　浩 大分県商工会議所連合会専務理事

木戸　寛之 大分県中小企業団体中央会事務局長

紀野　道子 大分県漁業協同組合女性部副部長

七五三　ちあき
株式会社トキハ本店運営部お客様サービス課
課長代理

藤田　明弘
全国農業協同組合連合会大分県本部
本部長

行政 山下　剛 中津市市民安全課課長

事
業
者

消
費
者

学
識
経
験
者

任期：令和６年６月１日～令和８年５月３１日

（分野別五十音順、敬称略）

大分県消費生活審議会委員名簿
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1

総合目標「安全・安心で、消費者が主役となる豊かな社会の実現」

関連するＳＤＧｓ主要な施策基本目標

１ デジタル化への対応

【基本目標Ⅰ】
社会環境の

変化を踏まえた
消費者行政の充実

２ 国際化の進展への対応

３ 配慮を要する消費者への対応

１ 消費生活相談員の確保と資質向上

【基本目標Ⅱ】
消費生活相談体制
の充実・強化

２ 他機関と連携した紛争の
適切かつ迅速な解決

３ 市町村への支援・連携

１ ライフステージに応じた
消費者教育の推進

【基本目標Ⅲ】
消費者の自立に向
けた消費者教育の

推進

２ 持続可能な消費行動の推進

３ 消費者被害の未然防止

１ 消費者の安全・安心の確保

【基本目標Ⅳ】
信頼できる

消費環境の構築

２ 消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会の確保

３ 関係機関との連携

４ 大規模自然災害など
緊急時における対応

第５次大分県消費者基本計画とＳＤＧｓの関連表
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○大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 
昭和五十三年十二月二十三日 

大分県条例第三十二号 
大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。 

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 
目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 
第二章 消費生活の安全の確保（第九条―第十一条） 
第三章 表示の適正化等（第十二条―第二十条） 
第四章 取引行為の適正化（第二十一条―第二十四条） 
第五章 生活関連商品に関する施策（第二十五条―第二十九条） 
第六章 啓発活動及び消費者教育の推進等（第三十条―第三十三条） 
第七章 消費者被害の救済（第三十四条―第三十九条） 
第八章 知事への申出（第四十条） 
第九章 立入調査、公表等（第四十一条・第四十二条） 
第十章 消費生活センターの組織及び運営に関する事項等（第四十三条） 
第十一章 大分県消費生活審議会（第四十四条） 
第十二章 雑則（第四十五条・第四十六条） 
附則 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、

消費者の利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき

役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民

の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。 
（平一六条例五三・一部改正） 

（基本理念） 
第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者施策」という。）の推

進は、県、事業者及び消費者の相互の信頼を基調として、県民の消費生活における基本的な需要

が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利を尊重するととも

に、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消

費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。 
一 消費生活において消費者の安全が確保されること。 
二 商品及び役務（以下「商品等」という。）について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会

が確保されること。 
三 消費者に対し、消費生活における必要な情報が速やかに提供されること。 
四 消費生活に関する教育の機会が提供されること。 
五 消費者の意見が県の施策等に適切に反映されること。 
六 消費生活において、消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。 

（平一六条例五三・全改） 
（県の責務） 

第三条 県は、経済社会の発展に即応して、前条に定める基本理念にのつとり、消費者施策を推進

する責務を有する。 
２ 県は、消費者の自立を支援するため、消費者に対する啓発活動及び消費者教育の推進等に努め

るものとする。 
３ 県は、市町村等と連携し、商品等に関し事業者と消費者との間に生じた苦情等が専門的知見に

基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情処理のあつせん等に努めるとともに、

人材の確保及び資質の向上に努めるものとする。 
４ 県は、消費者施策の推進に当たつては、消費者の意見を反映させるものとする。 

（平一六条例五三・全改） 
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（市町村との連携） 
第四条 県は、消費者施策の推進について、市町村の協力を求めるものとする。 
２ 県は、市町村が行う消費者施策について、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行う

ものとする。 
（平一六条例五三・全改） 

（事業者の責務） 
第五条 事業者は、第二条に定める基本理念にかんがみ、その供給する商品等について次に掲げる

責務を有する。 
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。 
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当

該苦情を適切に処理すること。 
五 県及び市町村が実施する消費者施策に協力すること。 

２ 事業者は、常に、その供給する商品等について、品質その他の内容の向上に努めなければなら

ない。 
（平一六条例五三・全改） 

（消費者の役割） 
第六条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を

収集する等自主的かつ合理的に行動するように努めることにより、消費生活の安定及び向上に積

極的な役割を果たすものとする。 
（平一六条例五三・一部改正） 

（環境への配慮） 
第七条 県は、消費者施策の推進に当たつては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮するものとす

る。 
２ 事業者は、消費者に対する商品等の供給に当たつては、環境への負荷の低減に配慮するよう努

めなければならない。 
３ 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び利用に当たつては、環境に及ぼす

影響に配慮するよう努めなければならない。 
（平一六条例五三・追加） 

（消費者基本計画） 
第八条 県は、消費者施策の計画的な推進を図るため、基本となる計画（以下「基本計画」という。）

を策定するものとする。 
２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 消費者施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、消費者施策の計画的な推進を図るために必要な事項 

３ 県は、基本計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

第二章 消費生活の安全の確保 
（平一六条例五三・改称） 

（危害商品等の供給禁止） 
第九条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等

（以下「危害商品等」という。）を供給してはならない。 
（平一六条例五三・旧第七条繰下） 

（危害商品等の調査） 
第十条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等について、危害商品等の疑いがあると認めると

きは、速やかに必要な調査を行うものとする。 
２ 知事は、前項の規定により調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該事業者に

対し、当該商品等の安全性について、資料の提出又は説明を求めることができる。 
（平一六条例五三・旧第八条繰下・一部改正） 
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（危害防止勧告等） 
第十一条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が危害商品等であると認めるときは、その危

害を防止するため、当該事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収その他必要な措置をとる

べきことを勧告するとともに、県民に対し、速やかに、情報を提供するものとする。 
２ 知事は、前項の規定により勧告をした場合において、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて

とつた措置及びその結果について報告を求めることができる。 
（平一六条例五三・旧第九条繰下・一部改正） 

第三章 表示の適正化等 
（平一六条例五三・章名追加） 

（表示の適正化） 
第十二条 事業者は、消費者が商品等を購入し、又は利用しようとする場合において、容易に選択

ができ、かつ、適正に使用若しくは利用又は廃棄ができるようにするため、その供給する商品等

の品目、使用方法その他の必要な事項を正しく、かつ、分かりやすく表示するよう努めるものと

する。 
（平一六条例五三・追加） 

（規格の適正化） 
第十三条 事業者は、商品等の品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するため、商品等について

適正な規格を定めるよう努めるものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

（計量の適正化） 
第十四条 事業者は、その供給する商品等について、消費者が不利益を被ることがないよう、適正

な計量をしなければならない。 
（平一六条例五三・追加） 

（容器及び包装の適正化） 
第十五条 事業者は、その供給する商品について、消費者がその内容、量目等を誤認することがな

いようにするため、適正に容器を用い、及び包装を行うよう努めなければならない。 
（平一六条例五三・追加） 

（広告の適正化） 
第十六条 事業者（広告代理事業及び広告媒体事業を行う者を含む。）は、商品等に関する広告に

ついて、消費者が選択を誤るおそれのある表現を避け、消費者が商品等を適切に選択するために

必要とする情報を明確かつ平易に提供するよう努めるものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

（自動販売機等の管理の適正化） 
第十七条 事業者は、自動販売機その他これに類する機械（以下「自動販売機等」という。）によ

り商品等を供給する場合は、自動販売機等について適正な管理を行い、及び自動販売機等の見や

すい箇所に自動販売機等の管理者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければならない。 
（平一六条例五三・追加） 

（自主基準の設定） 
第十八条 事業者又は事業者団体（事業者が組織する団体をいう。以下同じ。）は、消費者の信頼

を確保するため、第十二条から前条までに規定する事項その他消費生活の安定及び向上を図るた

めに必要な事項に関する基準（以下「自主基準」という。）を定めるよう努めなければならない。 
２ 事業者又は事業者団体は、自主基準を定めたときは、速やかに、当該自主基準を知事に届け出

なければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。 
３ 知事は、事業者又は事業者団体に対し、自主基準の設定及び変更並びに遵守について、必要な

指導又は助言を行うことができる。 
（平一六条例五三・旧第十一条繰下・一部改正） 

（県の基準の設定） 
第十九条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めるときは、第十二

条から第十七条までに規定する事項に関して事業者が遵守すべき基準（以下「県の基準」という。）

を定めることができる。 
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２ 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更し、又は廃

止したときも同様とする。 
（平一六条例五三・旧第十二条繰下・一部改正） 

（県の基準の遵守義務） 
第二十条 事業者は、県の基準を遵守しなければならない。 
２ 知事は、事業者が県の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守

するよう勧告することができる。 
（平一六条例五三・旧第十三条繰下・一部改正） 

第四章 取引行為の適正化 
（平一六条例五三・追加） 

（不適正な取引行為の禁止） 
第二十一条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関して、次の各号のいずれかに

該当する行為を不適正な取引行為として規則で定めるものとする。 
一 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、商品等に関する重要な情報を提供せず、又は誤

信を招く情報を提供し、消費者を執ように説得し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当

な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 
二 取引における信義誠実の原則に反して消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契

約を締結させる行為 
三 消費者若しくはその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いて契約（契約

の成立又はその内容について当事者間に争いがあるものを含む。）に基づく債務の履行を求め、

若しくは当該債務の履行をさせ、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延

させる行為 
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しく

は契約の無効の主張を不当に妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの

撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、

これらによつて生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為 
五 商品等を提供する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者からの商品等の購入を

条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約（以下「与信契約等」とい

う。）について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その契約を

勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務

の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせる行為 
２ 事業者は、消費者との間で商品等の取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正

な取引行為を行つてはならない。 
（平一六条例五三・追加） 

（不適正な取引行為に関する調査） 
第二十二条 知事は、事業者が前条第一項の規定により定められた不適正な取引行為を行つている

疑いがあると認めるときは、当該事業者が消費者との間で行う商品等の取引について必要な調査

を行うことができる。 
２ 知事は、前項の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な

資料の提出又は説明を求めることができる。 
（平一六条例五三・追加） 

（指導及び勧告等） 
第二十三条 知事は、事業者が第二十一条第一項の規定により定められた不適正な取引行為を行つ

ていると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引行為を改善すべきことを指導し、又は勧告

することができる。 
２ 知事は、前項の規定による指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該

事業者に対し、当該指導又は勧告に基づいてとつた措置の内容及びその結果について報告を求め

ることができる。 
（平一六条例五三・追加） 

（情報提供） 
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第二十四条 知事は、事業者が第二十一条第一項の規定により定められた不適正な取引行為を行つ

ていると認め、かつ、当該取引行為による消費者の被害の発生及び拡大を防止するため必要があ

ると認めるときは、消費者に対し、速やかに、当該事業者に係る不適正な取引行為、商品等の種

類その他必要な情報を提供するものとする。 
２ 知事は、前項に規定する場合において、当該事業者の不適正な取引行為により消費者に重大な

被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、消費者に対し、速やかに、前項に規定す

る情報のほか当該事業者の氏名又は名称、住所その他の当該事業者を特定する情報を提供するこ

とができる。 
（平一六条例五三・追加） 

第五章 生活関連商品に関する施策 
（平一六条例五三・旧第三章繰下・改称） 

（情報の収集及び提供） 
第二十五条 知事は、県民の日常の消費生活との関連性が高い商品（以下「生活関連商品」という。）

の価格の動向及び需給の状況について、情報を収集するとともに、必要な情報を県民に提供する

ものとする。 
２ 事業者は、前項の規定により知事が行う情報の収集に協力しなければならない。 

（平一六条例五三・旧第十五条繰下・一部改正） 
（生活関連商品の供給等の要請） 

第二十六条 知事は、生活関連商品の流通の円滑化及び価格の安定を図るため必要があると認める

ときは、事業者に対し、当該生活関連商品の円滑な供給その他必要な措置をとるよう協力を求め

ることができる。 
（平一六条例五三・旧第十六条繰下・一部改正） 

（商品の指定） 
第二十七条 知事は、生活関連商品の価格の動向又は需給の状況が、県民の消費生活に著しい影響

を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該生活関連商品を特別の調査を要する商

品として指定することができる。 
２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するも

のとする。 
３ 知事は、第一項の規定により指定し、又は前項の規定により指定を解除したときは、速やかに

その旨を告示しなければならない。 
（平一六条例五三・旧第十七条繰下・一部改正） 

（特別調査） 
第二十八条 知事は、前条第一項の規定により指定された商品（以下「指定生活関連商品」という。）

について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行うものとする。 
２ 事業者は、前項の規定により知事が行う調査に協力しなければならない。 

（平一六条例五三・旧第十八条繰下・一部改正） 
（売渡し及び価格の引下げの勧告） 

第二十九条 知事は、事業者が買占め又は売惜しみにより指定生活関連商品を多量に保有している

と認めるときは、当該事業者に対し、当該指定生活関連商品の売渡しを勧告することができる。 
２ 知事は、事業者が指定生活関連商品を著しく不当な価格で販売していると認めるときは、当該

事業者に対し、当該指定生活関連商品の価格の引下げを勧告することができる。 
（平一六条例五三・旧第十九条繰下・一部改正） 

第六章 啓発活動及び消費者教育の推進等 
（平一六条例五三・追加） 

（啓発活動の推進） 
第三十条 知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、

商品等に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

（消費者教育の推進） 
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第三十一条 県は、消費者が消費生活を営む上で、必要な知識及び判断力を修得し、主体的に行動

し、並びにその行動が経済社会及び環境に及ぼす影響についての理解を深めることができるよう

にするため、消費生活に関する教育用の資料の提供その他教育の機会が活用されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 
２ 県は、消費生活に関する学習の機会の提供その他消費生活に関する消費者の自主的な学習の支

援のために必要な措置を講ずるものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

（消費者団体の自主的な活動の促進） 
第三十二条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の自主性を尊重しつ

つ、その健全な活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

（試験、検査等の施設の整備等） 
第三十三条 知事は、消費者施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備す

るとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を消費者に提供するものとする。 
（平一六条例五三・追加） 

第七章 消費者被害の救済 
（平一六条例五三・旧第四章繰下・改称） 

（苦情処理体制の整備） 
第三十四条 事業者及び事業者団体は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情（以下「消

費者苦情」という。）を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めなければならな

い。 
（平一六条例五三・旧第二十一条繰下・一部改正） 

（苦情の処理） 
第三十五条 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者

苦情を解決するためのあつせんその他必要な措置を講じなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による調査に当たつて必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る

事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 
（平一六条例五三・旧第二十二条繰下・一部改正） 

（調停） 
第三十六条 知事は、前条第一項の規定によりあつせんその他の措置を講じた場合において、消費

者苦情の解決が著しく困難であると認めるときは、大分県消費者苦情処理委員会の調停に付する

ことができる。 
２ 大分県消費者苦情処理委員会は、前項の規定による調停のため必要があると認めるときは、当

該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることがで

きる。 
（平一六条例五三・旧第二十三条繰下・一部改正） 

（大分県消費者苦情処理委員会） 
第三十七条 消費者苦情について調停を行い、及び消費者が事業者を相手とする訴訟の援助に関す

る事項を調査審議するため、大分県消費者苦情処理委員会（以下「苦情処理委員会」という。）

を置く。 
２ 苦情処理委員会は、委員五人以内で組織し、委員は、学識経験のある者のうちから知事が委嘱

する。 
３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 前三項に定めるもののほか、苦情処理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
（平一六条例五三・旧第二十四条繰下） 

（消費者訴訟の援助） 
第三十八条 知事は、消費者が事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、当該訴訟が次の

各号のすべてに該当する消費者苦情に係るものであるときは、苦情処理委員会の意見を聴いて、
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当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟の費用に充てる資金の貸付けその他訴

訟活動に必要な援助を行うことができる。 
一 苦情処理委員会の調停によつて解決されなかつたもの 
二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあるもの 
三 一件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの 

（平一六条例五三・旧第二十五条繰下） 
（貸付金の返還等） 

第三十九条 前条に規定する訴訟の費用に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了した

ときは、当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、

当該貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。 
（平一六条例五三・旧第二十六条繰下） 

第八章 知事への申出 
（平一六条例五三・追加） 

（知事への申出） 
第四十条 県民は、この条例の規定に違反する事業者の事業活動により、又はこの条例の規定に基

づく知事の措置がとられていないことにより、第二条各号に掲げる消費者の権利が侵され、又は

そのおそれがあると認めるときは、知事に対し、その旨を書面により申し出て、適切な措置をと

るべきことを求めることができる。 
２ 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実で

あると認めるときは、この条例に基づき適切な措置をとるものとする。 
３ 知事は、第一項の規定による申出に係る処理の経過及び結果を当該申出を行つた者に通知する

ものとする。 
４ 知事は、必要があると認めるときは、当該申出の内容並びにその処理の経過及び結果を公表す

るものとする。この場合において、知事は、個人に関する情報の保護に配慮しなければならない。 
（平一六条例五三・追加） 

第九章 立入調査、公表等 
（平一六条例五三・追加） 

（立入調査等） 
第四十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、文書若しくは口頭に

よる説明若しくは必要な資料の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所その他の場所に立

ち入り、帳簿書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを

提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 
（平一六条例五三・追加） 

（公表） 
第四十二条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正

当な理由がないと認めるときは、当該事業者の氏名又は名称、住所及びその内容を公表すること

ができる。 
一 第十一条第一項、第二十条第二項、第二十三条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項

の規定による勧告に従わなかつたとき。 
二 第十条第二項、第二十二条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項又は前条第一項の

規定による説明若しくは資料の提出の要求を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出を行つ

たとき。 
三 前条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 
２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対し、意見を

述べる機会を与えなければならない。 
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（平一六条例五三・追加） 
第十章 消費生活センターの組織及び運営に関する事項等 
（平二八条例一八・追加） 

第四十三条 知事は、消費者安全法（平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。）第十条第

一項の施設又は機関（以下「消費生活センター」という。）を設置したときは、遅滞なく、次に

掲げる事項を公示するものとする。当該事項を変更したときも、同様とする。 
一 消費生活センターの名称及び住所 
二 消費生活センターにおいて法第八条第一項第二号イ及びロの事務を行う日及び時間 

２ 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センターの長及び消費生

活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。 
３ 消費生活センターには、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者

を消費生活相談員として置くものとする。 
４ 知事は、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるも

のとする。 
５ 知事は、消費生活センターにおいて法第八条第一項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 
６ 知事は、法第八条第一項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損

の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 
（平二八条例一八・追加） 

第十一章 大分県消費生活審議会 
（平一六条例五三・旧第六章繰下、平二八条例一八・旧第十章繰下） 

（大分県消費生活審議会） 
第四十四条 知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議するた

め、大分県消費生活審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
２ 知事は、次に掲げる場合には、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

一 県の基準を設定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 
二 不適切な取引行為を規則で定め、又は変更しようとするとき。 
三 基本計画を策定し、又は変更しようとするとき。 
四 その他消費者施策に関する重要な事項を決定しようとするとき。 

３ 審議会は、委員二十人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任

命する。 
一 学識経験のある者 
二 消費者 
三 事業者 

４ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
５ 委員は、再任されることができる。 
６ 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平一六条例五三・旧第三十条繰下・一部改正、平二八条例一八・旧第四十三条繰下） 
第十二章 雑則 
（平一六条例五三・旧第七章繰下、平二八条例一八・旧第十一章繰下） 

（国又は他の地方公共団体への要請） 
第四十五条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国又は他の地方

公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるものとする。 
（平一六条例五三・旧第三十一条繰下、平二八条例一八・旧第四十四条繰下） 

（委任） 
第四十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平一六条例五三・旧第三十二条繰下、平二八条例一八・旧第四十五条繰下） 
附 則 

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。 
附 則（平成一六年条例第五三号） 
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この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、平成十

八年二月十日から施行する。 
附 則（平成二八年条例第一八号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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本編
記載項

関係課室主な取組主要な施策基本目標

8
県民生活・男女共同参画課
商業・サービス振興課

①デジタル化に対応した
啓発等の推進

１ デジタル化への対応Ⅰ 社会環境
の変化を踏ま
えた消費者行
政の充実 8県民生活・男女共同参画課

②デジタル技術の活用による
相談体制の充実

8
生活環境企画課
教育庁教育DX推進課

③青少年が安全に安心して
インターネットを利用できる
環境の整備

10県民生活・男女共同参画課
①海外事業者との
消費トラブルへの対策

２ 国際化の進展への対応

10県民生活・男女共同参画課
②外国人の支援体制の構築と
関係機関の連携

10食品・生活衛生課③輸入食品の安全の確保

12
福祉保健企画課
障害者社会参加推進室
県民生活・男女共同参画課

①高齢者等の消費者トラブル
防止に向けた見守り体制等
の充実

３ 配慮を要する
消費者への対応

12
障害者社会参加推進室
県民生活・男女共同参画課

②障がい者の特性を踏まえた
施策の推進

14県民生活・男女共同参画課①消費生活相談員人材の確保１ 消費生活相談員の
確保と資質向上

Ⅱ 消費生活
相談体制の充
実・強化 14県民生活・男女共同参画課

②消費生活相談員に対する
研修の実施

14県民生活・男女共同参画課③消費生活相談体制の充実

15
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16

医療政策課
薬務室
高齢者福祉課
障害福祉課
県民生活・男女共同参画課
食品・生活衛生課
消防保安室
経営創造・金融課
観光政策課
建築住宅課
県警本部広報課

①他機関との連携２ 他機関と連携した
紛争の適切かつ
迅速な解決

16
県民生活・男女共同参画課
土木建築企画課

②裁判外紛争解決機関の活用

17県民生活・男女共同参画課
①市町村における消費者行政
推進に向けた支援

３ 市町村への支援・連携

18県民生活・男女共同参画課
②市町村相談体制の
充実に向けた取組

19・20
19
19
20

県民生活・男女共同参画課
教育庁義務教育課
教育庁特別支援教育課
教育庁高校教育課

①学齢期の消費者教育１ ライフステージに応じ
た消費者教育の推進

Ⅲ 消費者の
自立に向けた
消費者教育の
推進

20
県民生活・男女共同参画課
教育庁社会教育課

②成人期における消費者教育

20県民生活・男女共同参画課③金融経済教育

20県民生活・男女共同参画課④カスタマーハラスメント対策

第５次大分県消費者基本計画の担当課・室一覧
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本編
記載項

関係課室主な取組主要な施策基本目標

22

環境政策課
県民生活・男女共同参画課
食品・生活衛生課
循環社会推進課
おおいたブランド推進課

①エシカル消費の普及啓発２ 持続可能な
消費行動の推進

24
県民生活・男女共同参画課
県警本部生活安全企画課
県警本部生活安全捜査課

①多様な手段を用いた
広報・啓発

３ 消費者被害の未然防止

24
県民生活・男女共同参画課
県警本部生活安全企画課

②詐欺等の犯罪の未然防止

26
薬務室
食品・生活衛生課
農地活用・営農推進課

①食品の安全性の確保１ 消費者の
安全・安心の確保
（食の安全）

Ⅳ 信頼でき
る消費環境の
構築

26食品・生活衛生課②食の安心の醸成

28

県民生活・男女共同参画課
食品・生活衛生課
消防保安室
土木建築企画課
建築住宅課

①商品・サービスの
安全性の確保

消費者の
安全・安心の確保
（その他の安全）

28
県民生活・男女共同参画課
県警本部生活安全捜査課

②悪質事業者の監視強化及び
消費者被害情報の
収集・分析

28
県政情報課
県民生活・男女共同参画課

③事業者のコンプライアンス
体制の確保

29
29・30
29

29・30
30
30

薬務室
県民健康増進課
県民生活・男女共同参画課
食品・生活衛生課
工業振興課
地域農業振興課

①表示・規格・計量の適正化２ 消費者の自主的かつ
合理的な選択の
機会の確保

30

高齢者福祉課
県民生活・男女共同参画課
食品・生活衛生課
経営創造・金融課
観光政策課
建築住宅課

②消費者取引の適正化

32県民生活・男女共同参画課
①国、国民生活センター等関係
機関との連携・協力

３ 関係機関との連携

32県民生活・男女共同参画課
②消費者団体との
連携・支援の推進

34
県民生活・男女共同参画課
商工観光労働企画課

①自然災害・感染症拡大など
の緊急時における生活関連
商品の価格の安定と円滑な
供給への取組

４ 大規模自然災害など
緊急時における対応

34
県民生活・男女共同参画課
県警本部生活安全企画課

②災害時における
便乗行為等への対応
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